
 

 

（１）福井県小学校長会会則 
 

（名称及び会員） 

第１条 この会は、福井県小学校長会といい、福井県下の小学校長を会員として組織する。 

（事 務 局） 

第２条 この会の事務局は、会長の指定するところに置く。 

（目  的） 

第３条 この会は、県下小学校長相互の連携と小学校教育の充実発展を図ることを目的とする。 

（事  業） 

第４条 この会は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

    １ 会員の連絡提携に関すること。 

      ２ 小学校教育に必要な調査研究に関すること。 

        ３ 小学校教育の振興に関すること。 

        ４ 教職員の地位の向上と待遇改善に関すること。 

        ５ その他目的達成に適切と認められること。 

（役  員） 

第５条 この会に次の役員を置く。 

        会 長 １名  副会長 若干名  理 事 若干名   庶 務 １名 

    会 計 １名  幹 事 若干名  監 事  ２名   

（役員の選出） 

第６条 会長および副会長は、年度初めの理事会において選出する。 

  ２ 理事は、各郡市において会員２０名に１名の割合で選出する。 

  ３ 県小学校教育研究会長および女性校長会代表を理事に加える。 

  ４ 庶務および会計は、会長が理事の中から委嘱する。 

  ５ 幹事は、専門委員会および特別委員会の長とする。 

  ６ 監事は、会長が会員の中から委嘱する。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、この会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

    ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。 

    ３  理事は、会務を執行し、兼ねて会員との連絡にあたる。 

    ４  庶務は、この会の庶務を担当する。 

    ５  会計は、この会の経理を担当する。 

    ６  幹事は、会務を分掌する。 

    ７  監事は、この会の経理を監査し、総会に報告する。 

（委員会の設置） 

第８条 この会の事業遂行のために、各郡市から選出された委員によって構成する次の専門委

員会を置く。 

    (1)人事行財政対策委員会 (2)調査研究委員会 (3)教育研究委員会 (4) 編集広報委員会 

    ２ なお、必要に応じて特別委員会を設けることができる。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（総  会） 

第 10条 総会は、ブロック持ち回りで年１回開催し、名称は第○○回福井県小学校長学校運営

研究大会とする。 

  ２ 総会の議長は、会員の中から選出する。 

第 11条 総会には、おおむね次の事項を行う。 

１ 新年度役員の報告と紹介 

２ 前年度会務・決算の報告 



 

 

 

３ 新年度活動方針・年間事業計画・予算案の審議 

４ 会則の改正 

５ その他の必要な事項 

第 12 条 やむを得ない事情によって総会を開くことができない場合は、理事会の決議をもっ

て、これに代えることができる。 

（理 事 会） 

第 13条 理事会は、理事および幹事をもって組織し、名称は福井県小学校長学校運営研究会と

する。 

     ２ 理事会では、おおむね次の事項の処理に当たる。 

         １ 予算案の策定に関すること。 

         ２ 決算案の作成に関すること。 

         ３ 事業の計画および実施に関すること。 

         ４ その他この会の企画運営に関すること。 

（各種委員会） 

第 14条 専門委員会および特別委員会の運営については、別に定める。 

（表  決） 

第 15条 会議は、全ての出席者の過半数をもって決する。 

（大  会） 

第 16条 この会は、年１回教育研究大会を開く。 

     ２ 大会運営については、別に定める。 

（年  誌）   

第 17条 この会は、年誌を作成し保管する。 

   ２ 詳細については、別に定める。 

（経  費）（基  金） 

第 18条 この会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。 

   ２ 本会の財政的基礎を固め、その目的の完遂に資するため基金を造成する。 

     ３ 基金の管理運営を厳正に行うため、基金の管理運営に関する規程を定める。 

（会  費） 

第 19条 この会の会費は、年額２３,５００円とする。 

（会計年度）                  

第 20条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

 

   付  則 

昭和３０年 ６月２９日改正 

昭和３７年 ５月 ８日改正 

昭和３８年 ５月 ８日改正 

昭和４０年 ５月１１日改正 

昭和５０年 ５月３１日改正 

昭和５３年 ５月１３日改正 

昭和５９年 ５月１９日改正 

昭和６０年 ５月１１日改正 

昭和６３年 ４月２２日改正 

平成 元 年 ３月１０日改正 

平成 元 年１２月 ４日改正 

平成 ３年 ８月２２日改正 

平成 ４年 ３月１２日改正 

平成 ７年 ３月 ７日改正 

平成 ８年 ３月 ７日改正 

平成１０年１１月２５日改正（第 17条追加） 

平成１１年 ２月 ２日改正（第 10条，第 13条) 

平成１２年 １月２７日改正（第 19条） 

平成１３年 ４月１９日改正（第 6条） 

平成１４年 ３月 １日改正（第 6条第 3項追加） 

平成２４年 ５月 ８日改正（第 5条，第 6条 4項 

第 7条 4項，第 19条追加） 

 


